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１ みどりの食料システム法に基づく基本計画の作成について

農林政策課

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（みどりの食料シス
テム法）に基づき、県と市町村が共同で、次により基本計画を作成する。

１ 作成の考え方
農林水産各分野の多様な取組を計画に位置付け、農林漁業者による環境負荷低減事業活動を促進するとともに、

生産性の向上との両立を図る視点により、基本計画を作成する。

２ 基本計画の骨子（案）
(1) 環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標

【主な指標】
・環境保全型農業（有機農業、減農薬・減化学肥料栽培）の取組面積 ／ 省エネ機器の導入率 など

(2) 環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項
農林漁業者が行う環境負荷低減事業活動として推奨される取組は、次のとおり。

【主な取組】
・農 業 関 係：局所施肥等の施用 ／ ヒートポンプの導入 ／ 中干期間の延長によるメタンガスの抑制
・畜産業関係：家畜排せつ物の堆肥化 ／ 家畜排せつ物の適正管理 ／ 国産飼料への転換
・林 業 関 係：林業機械の省エネルギー化
・漁 業 関 係：漁船の省エネルギー化 など

(3) 環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用されることが期待される基盤確立事業の内容に関する事項
農林漁業者自らの状況に応じて環境負荷低減活動が適切に行えるよう、当該活動の基盤を確立するために行う

べき取組は、次のとおり。

【主な取組】
・スマート農林漁業に関する研究開発・成果の移転
・病虫害抵抗性や少肥適応性等の高い新品種の開発
・有機農産物等を活用した新商品の開発 など
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(4) 環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進に関する事項
環境負荷低減事業活動の持続性を確保する観点から、当該活動により生産された農林水産物の販路を確保する

ために行うべき取組は、次のとおり。

【主な取組】
・有機農産物等の学校給食における利用
・食育等に関する消費者の理解の促進
・集出荷拠点整備による流通コストの削減 など

(5) その他環境負荷低減事業活動の促進に関する事項
農林漁業者が行う環境負荷低減事業活動の促進に向けて支援措置を講じる。

３ 計画期間
令和５～７年度（３年間）

４ 作成スケジュール
令和４年12月８日 県議会へ骨子案の説明

12月下旬 関係者との意見交換 ※基本計画は、市町村と意見調整し、県と
令和５年１月 パブリックコメント 市町村が共同で作成

２月中旬 県議会へ成案の説明
２月下旬 農林水産大臣へ協議
３月下旬 農林水産大臣の同意、公表
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２ 令和５年産米の「生産の目安」等について

水田総合利用課
１ 令和５年産米の「生産の目安」
○ 国は、現下の需給状況を踏まえ、令和５年産米の生産量を令和４年産米と同水準の669万ｔと設定。

○ 県産米は、令和５年６月末の在庫量が、適正水準の上限（12万ｔ）を下回る見込みであるが、
・持ち越し在庫が多く、その解消を優先する必要があること
・物価高騰の節約志向により、消費動向が不安定でコロナ禍前に戻っていないこと
から、作付面積は今年度実績と同等とする。

〔令和４年産米と５年産米との比較〕

令和４年産実績 令和５年産目安 増減（面積ベース） 増減率（面積ベース）

125万ha 125万ha
全 国 ±０ha ±０％

(670万ｔ) (669万ｔ)

69,100 ha 69,100 ha
秋田県 ±０ha ±０％

(382,800ｔ)※作況95 (398,700ｔ)※作況100

２ 令和５年産に向けた取組方針
(1) 需要に応じた米生産の推進

田畑輪換による水稲への転換が主食用米の増加につながらないよう、ブロックローテーションや、主食用米の
ほ場又は稲作農家との調整、非主食用米の選択など、地域内で調整し、需要に応じた生産の原則に基づいた作付
けを推進する。

(2) 事前契約の早期締結
各集荷業者は、播種前を基本とする事前契約を進め、早期に適正販売数量を見極めるとともに、それを超過す

る米については、大豆や非主食用米等への転換を推進する。
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【参考】主食用米の需給見通し
１ 全国の見通し

２ 県産米の見通し
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３ サキホコレのブランド化戦略の進捗状況について

水田総合利用課秋田米ブランド推進室

１ 生産状況
○ 今年度は、16生産団体、733haで作付けを行った。
○ 収量は、６月上旬の低温や８月の降雨・日照不足等により、目標の570㎏/10aより少なく、480～540kg/10a程
度となっている。

○ 品質は、ほぼ全量が１等米で、玄米タンパク質含有率も6.4％以下となっている。
○ 令和５年産の生産団体として、17団体、1,349haを登録した。

２ イベント・キャンペーン等の状況
各イベントやキャンペーンともに盛況で、10月29日の発売開始以降、県内での関心は非常に高く、好調な販売が

続いているほか、県外でも概ね順調に推移している。
(1) イベント・キャンペーン等
ア 取扱店等
・ 取扱店 米穀専門店、量販店等740店（11月末現在） ※今後、県外の量販店数が増える見込み
・ 登録店 上記のうち、通年販売できる551店を登録

※県内は米穀専門店・量販店等、県外は米穀専門店が対象
・ 販売量 約3,700ｔ ※見込み

取 扱 店

イ 先行予約キャンペーン 県内 県外 合計

・ 期 間 令和４年９月23日（金）～10月16日（日） 385 355 740

・ 参加店 487店（県内304店、県外183米穀専門店） 登録取扱店

・ 予約数 53,557件、約184ｔ 県内 県外 合計

325 226 551

ウ デビューイベント
・ 時 期 令和４年10月29日（土）(東京都、大仙市)
・ 内 容 テレビＣＭお披露目、新米おにぎり配付ほか
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エ 販売促進キャンペーン
・ 時 期 令和４年10月29日（土）～11月３日（木）
・ 場 所 銀座三越（10月29日、30日）、しゅしゅえっとまるしぇ（29日）

伊勢丹立川店（11月２日、３日）
・ 内 容 新米販売、サンプル米配付、トップセールスほか

オ サキホコレ提供フェア
・ 時 期 令和４年10月29日（土）～令和５年２月
・ 場 所 飲食店、宿泊施設等におけるメニュー提供

（県内14施設、県外13施設）※11月末現在の実績 〔東京都内でのデビューイベント〕

カ お土産用小袋商品の販売
・ 時 期 令和４年11月12日（土）～令和５年１月
・ 内 容 秋田空港、秋田駅、アンテナショップ等での特設コーナーの設置

キ 学校給食への提供
・ 時 期 令和４年11月21日（月）～25日（金）
・ 対 象 小・中学校、義務教育学校、特別支援学校等(304校、約69,000食)

(2) 情報発信
ア テレビＣＭの放映
・ 時 期 令和４年10月29日（土）～11月30日（水） しゅしゅえっとまるしぇ

・ 場 所 県内、首都圏、中京・関西圏 での新米販売

イ マスメディア活用による広告
・ 時 期 令和４年10月～令和５年３月
・ 内 容 テレビ番組、ラジオ、情報誌での紹介

ＳＮＳ広告、新聞紙面・折込広告、交通広告等

ウ 秋田米ウェブサイト、ＳＮＳの活用
・ 時 期 通年
・ 内 容 販売店・飲食店情報、産地情報等の紹介 〔テレビＣＭ〕
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３ 今後の取組計画
(1) サキホコレ栽培技術向上フォーラムの開催
・ 時 期 令和４年12月23日（金）
・ 対 象 生産者、ＪＡ等
・ 内 容 サキホコレマイスターの委嘱、先進事例勉強会ほか

(2) 量販店等における販売促進キャンペーン
・ 時 期 令和４年12月～令和５年２月 〔東京駅での交通広告〕

・ 場 所 首都圏、中京・関西圏等（15店舗程度）
・ 内 容 対面による推奨販売、サンプル米配付ほか

４ 第２期秋田米新品種ブランド化戦略の策定
第１期戦略は、令和２年度から今年度までの３年間を戦略期間とし、以後、

３年毎に、生産・販売実績や、情勢変化などを踏まえて見直すことにしており、
現在、第２期戦略(令和５～７年度)の策定を進めている。

〔ミスあきたこまち等による店頭ＰＲ〕
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４ 令和３年度新規林業就業者の確保状況について

森林整備課

○ 令和３年度における新規林業就業者数は135人（民間事業体121人、森林組合14人）となり、平成24年度以降、10年

連続で東北１位となった。

○ これにより、県内の林業就業者数は、前年度より22人多い1,390人となった。

○ 新規林業就業者の年齢構成では、新規学卒者24人を含めた29歳以下が50人で37％を占めており、10年前と比較す

ると24ポイント上昇した。

○ 引き続き、林業大学校における技術者養成や、高校生への林業体験学習を実施するほか、求職者に対する総合的

な就業支援などにより、新規林業就業者の確保を図っていく。

【新規林業就業者の推移】 【新規林業就業者の年齢構成】

・新規林業就業者：林業事業体が雇用した者で、主として林業の現場

作業に従事する者（アルバイトやパートなどの臨

時雇用を除く）

・新 規 学 卒 者：就業する前に、高校、短大、大学、専門学校、林

業大学校等に在学していた者
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５ 秋田県水と緑の森づくり税事業の次期計画（素案）について

森林整備課

秋田県水と緑の森づくり税事業の第３期５箇年計画（Ｈ30～Ｒ４）は、今年度が終期となっていることから、次期
計画の検討を行っており、その状況等について報告する。

１ 検討状況
次期計画（素案）は、骨子案を基に「秋田県水と緑の森づくり基金運営委員会」で検討を行ったほか、県民説明

会を開催し、意見の集約を行った。
(1) 秋田県水と緑の森づくり基金運営委員会（10月）

次期計画（素案）を検討
【主な検討の視点】
・ 森林環境譲与税を活用して実施できる事業との調整
・ ナラ枯れ被害の未然防止のため、ナラ林の若返り対策事業の追加
・ 森づくり税事業の取組について、県民への情報発信の強化

(2) 県民等への説明会（10月）
県内８か所において県民、森林ボランティア、学校関係者及び市町村等と意見交換
【主な意見】
・ ナラ枯れ被害の予防対策を実施するべき
・ 水と緑の森づくり税事業を活用する施設等での木材利用を促進するべき
・ ボランティア団体への安全講習会に支援するべき
・ ボランティア活動の外部への委託に関する要件を緩和するべき
・ 県民に対する森づくり税事業のＰＲに努めるべき

２ 次期計画
次期計画（骨子案）を基に、一部事業の再編と目標事業量及び事業費を付加

３ 今後のスケジュール
令和４年12月 秋田県水と緑の森づくり基金運営委員会で次期計画（案）を検討
令和５年２月 次期計画（案）を県議会に報告
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